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第 1 号 議 題  令 和 4 年 度 決 算 の 件  回 答  

 

■準備書面 7P  7K1BIB 山内 貴博 

I. 第 1 号議題（決算の承認）に関する質問 

1. JARL ニュース費について 

前年度と比較して 300 万円も増加しているが、その理由は何か。

経費削減に向けてどのような方策を検討しているか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 主 に は 、ラ イ フ メ ン バ ー の 方 で「 JARL NEWS」を

購 読 さ れ て い な い 方 々 に 対 し て 、 試 供 版 と し て 最 新 の JARL NEWS を お 送

り し た 分（ 11,400 部 ）の 印 刷 代 、送 料 や 作 業 費 が 増 加 し ま し た 。（ こ の 他 に

用 紙 代 の 高 騰 あ り ）  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 紙 の JARL NEWS を 完 全 に 無 く す 考 え は あ り ま せ ん が 、

JARL Web や メ ー ル マ ガ ジ ン 等 の オ ン ラ イ ン メ デ ィ ア と の 役 割 分 担 を 見 直

す こ と に よ り 、 経 費 削 減 が で き な い か 検 討 し ま す 。  

 
2. QSL 費について 

(1) 令和 4 年度中にビューローに到着したカードの枚数は何枚で、前

年と比較して何％増加したか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 ３ 年 度 が 約 1115 万 枚 、 令 和 ４ 年 度 が 約 992

万 枚 と な っ て お り 、 約 10％ の 減 少 と な っ て い ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ な お 、 令 和 元 年 度 は 約 898 万 枚 、 令 和 2 年 度 は 約 1066

万 枚 で し た 。  

 
(2) 会計帳簿を見ると、新たに「ビューロー土地賃借料」、「簡易倉庫

レンタル代」、「折り畳みコンテナ」が計上されている。これによ

り、カードの保管能力は何枚分増強されたのか。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ⾧ さ が 約 5.5ｍ ・ 幅 が 約 2.1ｍ ・ 高 さ 約 2.8ｍ の 倉

庫 2 つ レ ン タ ル を し て い ま す が 、 QSL カ ー ド が 破 損 し な い よ う に 、 ま た 、

到 着 日 で 整 理 し て い る も の や 国 や 地 域 で 整 理 し て い る も の 、 コ ー ル サ イ ン

で 整 理 し て い る も の な ど を 「 折 り 畳 み コ ン テ ナ 」 に 入 れ て 保 管 し て お り 、

仮 置 き 場 の よ う に 使 用 し て い る た め 、 容 量 よ り 保 管 枚 数 に は さ ほ ど な い も

の と 考 え ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 「 折 り 畳 み コ ン テ ナ 」 に 入 れ て 保 管 し て い る た め 、 保 管

能 力 が 増 強 し た 分 を 枚 数 換 算 す る こ と は 難 し い と こ ろ で す  

 
(3) 処理能力を超えたカードが大量に滞留していると思われるが、ど

のような対策を考えているのか。①到着枚数を減らす方向と②処

理能力を増強する方向の 2 点に分けてお答え頂きたい。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、 ま た 、 FT8

等 に よ る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て い る

こ と か ら 会 員 の 方 へ の 働 き か け に つ い て は 検 討 し て お り ま せ ん 。 ま た 、 処

理 能 力 の 増 強 に つ い て は コ ロ ナ 感 染 拡 大 も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 そ の

準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る と こ ろ で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転

送 に 時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼

び か け 、電 子 QSL の 有 効 活 用 、処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討

す る た め に 、 本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置

し た と こ ろ で す 。  

 
(4) 今の受託会社から契約の更新を断られた場合のバックアッププラ

ンの検討は行ったか。事業を受け継ぐ候補者を募り見学をさせた

らどうか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ バ ッ ク ア ッ プ プ ラ ン に つ い て は 検 討 し て い る と こ

ろ で す が 、 ま だ ご 報 告 で き る 状 況 で は あ り ま せ ん 。  
 

■準備書面 9P JA3HBF 田原廣 

１．第１号議題 令和 4 年度決算の件 

 

（１）  会計帳簿閲覧謄写請求の件【会長・専務理事に質問】 

 会計帳簿開示請求を今回も理事会の同意も無くこれを拒否し

た。その判決が本年 3 月末の判決において社員有志の訴えが正し

い事が明らかになった。それにも拘わらず控訴する理由はなに

か？  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 過 去 に 、 社 員 の 一 部 が 閲 覧 謄 写 し た 会 計
帳 簿 等 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 不 特 定 多 数 の 第 三 者 に 広 く 公 開 す る
こ と に よ っ て 当 連 盟 の 運 営 に 支 障 を 生 じ さ せ て お り 、 今 回 も 同 様
に 、 一 般 公 開 さ れ る こ と が 容 易 に 想 定 さ れ 、 通 常 の 組 織 に お い て
は 想 定 し が た い 事 態 を 危 惧 し 、 会 計 帳 簿 等 の 閲 覧 謄 写 を 認 め た 一
般 社 団 法 人 法 の 趣 旨 に も 反 し て い る と 考 え ら れ る こ と か ら 、 今 回
の 請 求 は 、 法 定 の 要 件 を 充 足 し て い な い 違 法 な 請 求 で あ り 、 ま
た 、 法 定 の 閲 覧 謄 写 拒 絶 事 由 が 認 め ら れ る も の と し て 本 訴 訟 に お
い て そ の 旨 主 張 い た し て お り ま し た 。  
 し か し 、 裁 判 所 は 当 方 の 主 張 を 容 れ ず 、 法 の 趣 旨 を 軽 視 し た 形
式 的 な 判 断 の も と 、 会 計 帳 簿 を 閲 覧 謄 写 さ せ る こ と を 命 じ る 旨 の
判 決 が な さ れ ま し た た め 、 当 連 盟 の 個 別 事 情 を 十 分 に 考 慮 せ ず に
閲 覧 謄 写 さ せ る こ と を 求 め る も の で あ り 、 会 計 帳 簿 等 が 一 般 公 開
さ れ て 当 連 盟 の 運 営 に 更 な る 支 障 を 生 じ る こ と が 容 易 に 想 定 で き
る 現 状 を 踏 ま え 、 到 底 承 服 で き る も の な い た め に 、 訴 訟 代 理 人 と
も 協 議 の 上 、 控 訴 の 手 続 を 取 る こ と と い た し ま し た 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 地 裁 判 決 に 対 す る 控 訴 は 前 会 ⾧ が 独 断 で 行 っ た
も の で あ り 、 不 適 切 で し た の で 、 8 月 に こ れ を 取 り 下 げ る 手 続 を 行
い ま し た 。 

 

（２）弁護士費用支出における責任の件【会長・専務理事に質問】 

会計帳簿開示を拒否するため、全理事に相談も無く多額の弁

護士費用を支出する事は、誰がどのように責任を取るのか？ 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 同 訴 訟 に つ い て は 、 従 前 よ り 私 （ 会 ⾧ ） が 裁

判 対 応 を お こ な っ て お り 、 ２ 月 の 理 事 会 で も 説 明 を さ せ て い た だ き 、 代

理 人 に 一 任 す る 旨 で 了 承 を い た だ き ま し た 。  

裁 判 手 続 き に お い て は 仮 処 分 や 控 訴 と い っ た 極 短 期 間 で 迅 速 な 対 応 が 求

め ら れ る ケ ー ス が 少 な か ら ず お こ る た め 、 理 事 会 が 常 設 の 機 関 で は な い

こ と か ら 、 そ の 都 度 、 臨 時 の 理 事 会 を 開 催 し て 、 理 事 会 決 議 を 経 る こ と

は 現 実 的 に も 難 し く 、 私 （ 会 ⾧ ） に 対 応 を 一 任 い た だ く こ と が 現 実 的 な

対 応 と 考 え ま す 。  

今 般 、 さ ら に 控 訴 期 限 前 に 、 役 員 宛 に 訴 訟 の 経 緯 と 今 後 の 方 向 性 に つ い

て 、 代 理 人 の 助 言 を 基 に 丁 寧 な 説 明 を 記 載 し た 書 面 を 発 出 し て お り ま

す 。  

こ の 書 面 の 説 明 に 異 論 は 出 ず 、 控 訴 期 限 も あ る こ と か ら 、 訴 訟 へ の 応
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需 、 控 訴 を 行 っ て お り ま す の で 、 独 断 に は ま っ た く 当 た ら ず 、 適 正 な 業

務 執 行 で あ る と 言 え ま す 。  

 

＜森田会長回答＞会計帳簿閲覧請求訴訟の対応に要した弁護士費

用の適切性については、検討します。 

 

 （３）この法令。定款違反の件に関して。会長に対して意見は述べた

か？【監事に質問】 

     監事は理事が法令違反をしていないかのお目付役である。理事

がこの様な明らかな法令違反に対して何らかの意見は言ったの

か？ 

 
＜ 監 事 予 定 原 稿 ＞ 今 回 の 訴 訟 対 応 に つ い て は 、 法 令 及 び 定 款 に 違
反 す る も の で は な い と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 前 会 ⾧ に よ る 訴 訟 対 応 は 理 事 会 を 通 さ ず 独 断 で
な さ れ た も の で あ っ て 、 不 適 切 で あ っ た と 考 え て お り ま す 。  

 
 （４）赤字解消策はあるのか？【会長・専務理事に質問】 

   それらの赤字を解消する具体的な方策はあるのか？ 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 会 員 を 増 や し 収 入 を 増 加 さ せ る 努 力 を す
る と と も に 、 経 費 の 節 減 に 努 め て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、
コ ロ ナ 禍 に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現
す る た め 、 会 員 の 皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し
が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

 
■準備書面 13P JJ1WTL 本林 良太 

A.『 決 算 』 に つ い て  

【 A.1】 現 会 ⾧ 下 で の 3.8 億 円 の 損 失  

現 会 ⾧ 下 で ， 連 盟 の 財 産 を 3.8 億 円 も 失 っ た こ と に つ き ， 認 識 を 確 認 し た い ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ JARL の 収 支 バ ラ ン ス に つ い て は 、す で に 20 年 以 上 前 か

ら い わ ゆ る 赤 字 体 質 に な っ て お り ま し た が 、 決 算 資 料 で も ご ら ん の と お り 、 こ の
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数 年 で 確 実 に 改 善 さ れ て い る と 思 っ て お り ま す 。 引 き 続 き 、 収 支 均 衡 に 努 め て ま

い り た い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ ロ ナ 禍 に よ る

事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の 皆 さ ま の ご 理

解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  

 

■準備書面 43P JI1RKA 板橋 直樹 

2:第 1 号議案 2022 年度決算の件について 

2-1:若年層の会費減免について(提案) 

「必要な 所に必要な経費を 」傾斜配分する事 は組織の維持に於 いて重要であり、

当連盟の 場合、年少・青年 会員を増やす事を 第一に置くべきで ある事は明白であ

る。  

2022 年 夏頃に「JARL の若 年層会員の会費値 下げを求める署名 」が署名サイト上

にて展開 され、私も賛成の 旨署名した。  

時を同じ くして、会員の方 から「若年層の会 費値下げ」につい て下記提案を頂い

た。下記 表に示す。  

 

表 1:JARL 会費 に関して 

 

表 2:ハム フェア入場料に関し て 

 

上記施策 を行う上で、費用 に関する不足分に 関しては以前から 問題となっている

「日帰り で十分職務を全う 出来るにも拘らず 行われる宿泊を伴 う出張」や「必要

以上に行 われる飲食を伴う 会合」の即時中止 、近年当たり前と なっている「オン

ライン会 議の活用」等で無 駄な費用の削減を まず行った上で充 当し、それでも足

りなけれ ば予備費の取り崩 し等の検討を行え ば、出来な い内容ではないと 考える。 

上記提案 について、執行部 の見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 青 少 年 の 育 成 は 当 連 盟 に と っ て 大 変 重 要 な 課 題 で あ り 、

「 お 試 し 入 会 キ ャ ン ペ ー ン 」 や 会 費 の 助 成 な ど 経 済 的 負 担 の 軽 減 を は じ め と し た

取 り 組 み を 進 め て お り ま す 。 経 済 的 負 担 の 軽 減 に つ い て は 、 ２ ２ 歳 未 満 と す る こ

と が 妥 当 で あ る と 考 え ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 若 年 層 の 会 員 を 増 や す た め 、 「 お 試 し 入 会 キ ャ ン ペ ー ン 」 や 会

費 の 助 成 な ど 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 行 っ て き た と こ ろ で す が 、 よ り 積 極 的 な 対 策 を

検 討 し ま す 。  
 

2-2:ハムフェアの参加費について 

2022 年開 催分では、コロナ 対策名目で参加費 を割増徴収した。  

この「コ ロナ対策名目の割 増金」で一体どの 様な措置を行った のかを明確にされ

たい。 

更に、2023 年分の純粋展示 に関して、大幅な 値上げをしている が、 

・純粋 展示のみ値上げし た件に関して、「純粋 出展の費用は一般 出展の半額とし、

連盟が半 額を負担、減免を 行って来た。しか し、出展数はクラ ブ出展数全体の約

半数にな り、連盟の負担額 も増加している為 再検討を行い、半 額としていた純粋

出展の費 用を一般出展の 2 割減額に改 定させて頂く事と なった」と回答があった

が、切り 詰めるべき所は切 り詰め、負担軽減 を行う必要がある 点は認識している

か 

・値上げ した分の金額の使 い道 

・今回行 った値上げを今後 純粋展示に限り、 恒常的に行うのか  

・これ以 上の値上げが行わ れた場合、ハムフ ェアではなく、他 展示会での展示に

切り替え る動きもある事を 承知しているか  

上記 4 点を明らかに すべきである。 

執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ハ ム フ ェ ア の 収 支 で 約 800 万 円 の 赤 字 と な っ て お り 、昨

年 よ り も 人 件 費・物 品 レ ン タ ル 費・材 料 費 な ど 大 幅 な 値 上 げ と な っ て お り 、今 回 、

純 粋 ク ラ ブ の 出 展 料 の 見 直 し を 行 い 、 昨 年 同 様 の 持 ち 出 し で 済 む よ う に し た い と

考 え て い る 。  

純 粋 展 示 の 出 展 料 は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員 会 で 検 討 し て い た だ く こ と に な る が 、

人 件 費 や 材 料 費 な ど の コ ス ト が 高 騰 さ れ る 以 前 の も の に 戻 ら な い 限 り 、 恒 常 的 な

も の と し て お 願 い を せ ざ る を 得 な い も の と 考 え る 。  

（ 他 の 展 示 会 へ の 切 り 替 え に つ い て は ） ハ ム フ ェ ア の 出 展 に つ い て は 様 々 な 意 見

を お 伺 い し て い ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 出 展 料 を 含 め 、 次 回 以 降 の ハ ム フ ェ ア の 収 支 の 見 直 し に つ い て

は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員 会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で
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す 。  
 

2-3:(2-2 関連)ハムフェアの開催場所の有効活用・経費について  

ハムフェ アの開催規模や経 費について、場所 の有効活用や費用 圧縮を行うべきと

の意見が 会員から挙がって いる。  

そ の為 に 下記の事 を行うべきである と考える。 

・チケッ ト数単位での入場 人数算定(チケット単位で の入場料収入の明 確化) 

・休憩所・入場 ゲート・広大な通路 等の削減出来るス ペースを削って 1 区画に収

める  

・ ア ン テ ナ タ ワ ー の 為 に 賃 料 を 支 払 っ て い る 屋 上 の 空 き ス ペ ー ス を 活 用 す る (駐

車場以外 の使い道の検討) 

・コンセ ント席を 1 か所に纏めて工事 費用を節約する 

合わせて 、ハムフェア単体 の総経費を JARL NEWS 等のパブリ ックな媒体で出す

べきと考 えるが、執行部の 見解如何。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 休 憩 所 ・ 入 場 ゲ ー ト ・ 通 路 等 の 削 減 や タ ワ ー を 設 置 し て

い る 場 所 の 利 活 用 に つ い て の ご 意 見 に つ い て は ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員 会 で 検 討 し て

い た だ く こ と と し た い 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  
 

2-4:(2-2 関連)ハムフェア 2022 の東京ビッグサイト利用料について  

新型コロ ナウイルス感染症 対策を名目に出展 料が値上げとなっ たのは前述の質問

2-2 で述 べた通りである。  

当方が入 手した利用料請求 書によると、約 1200 万円が会場の賃料(3 日分)、後日

精算の電 気代や物品レンタ ルを初めとする雑 費が約 200 万 円だが、新型コロナウ

イルス感 染症対策による体 温チェッカーのレ ンタル料は後者に 含まれ約 5 万円で、

先述の値 上げの幅と比較し て更にパーテーシ ョンパネル等を加 えても不適当と考

える。  

また、そ もそも約 1200 万円 の賃料は非常に高 額で財政状況も芳 しくない中で、

費用対効 果も疑わしい中で 同一会場で開催し 続けるのは非常に 疑問であり、更に

安価で開 催出来る会場の選 定を要望する。 

執行部の 見解如何。 



第 12 回社員総会 第 1 号議題 

8 

 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 在 、 出 展 い た だ い て い る 団 体 の ス ペ ー ス を 考 え る と な

か な か 会 場 の 選 定 は 難 し い で す が 検 討 し て い き た い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ハ ム フ ェ ア の 様 々 な あ り か た に つ い て は 、 ハ ム フ ェ ア 実 行 委 員

会 （ 澤 田 委 員 ⾧ ） に 抜 本 的 な 検 討 を お 願 い し た と こ ろ で す 。  
 

2-5:JA1QIW 鈴木誠弁護士に対する顧問弁護士費用と同氏の役割につ
いて  

2022 年度 分会計帳簿を見る 限り、鈴木誠弁護 士に対する顧問弁 護士費用を払い続

けている 一方、オーセンス に対し会計帳簿開 示請求に対する訴 訟関係一切を委任

している 。 

現状の事 を考えると、最早 オーセンスが顧問 弁護士然としてお り、鈴木弁護士の

役割が全 く見えて来ない。  

それにも 拘らず、鈴木弁護 士に対し顧問弁護 士費用を支払い続 けている理由は何

か。 

併せて、2022 年度に鈴木弁 護士に依頼した案 件は何があるのか 、今後も鈴木弁護

士と顧問 契約を続けるのか をそれぞれ明らか にされたい。 

執行部の 見解如何。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 当 連 盟 の さ ま ざ ま 課 題 解 決 に つ い て 、 法 的 な 助 言 を い た

だ く 上 で 、 鈴 木 弁 護 士 に ご 相 談 す る ケ ー ス も あ る こ と か ら 引 き 続 き 顧 問 契 約 を 続

け て お り 、 商 標 登 録 手 続 き 等 従 来 か ら の お 願 い し て い る 案 件 も あ り ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 本 連 盟 を 巡 る 法 律 問 題 の 処 理 に つ い て は 、 顧 問 弁 護 士 の あ り 方

も 含 め 、再 検 討 が 必 要 と 考 え て お り ま す 。な お 、鈴 木 弁 護 士 と の 顧 問 契 約 は 、8 月

末 を も っ て 解 消 し ま し た 。  

 

■準備書面 79P JK7LXU 石岡 洋一 

◎第 1 号議題  令和 4 年度決算の件について、承認反対の立場

から以下の準備書面を提出する。  
 

 【承認反対の理由】  

１．少なくとも一般社団法人に改組してから 12 期連続の赤字予算で本

連盟を運営し、12 期連続で赤字決算に陥った。さらに当年度は髙尾会長が
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代表理事と業務執行理事（専務理事）を兼任、運営の全権を握っていたの

にもかかわらず、抜本的な改善策も立てず小手先の対応に終始した。決算

承認は無責任な運営を認めることになる。  

２．会計帳簿等閲覧謄写請求を拒否し、理事会決議のない訴訟で敗訴。

さらに理事会で決議することなく控訴した。それら弁護士費用などを計上

した決算報告書は、著しく正当性を欠いている。決算承認は法律、定款に

背くことになる。  

Ⅰ．赤字決算は財政破綻につながらないのか 
 

１．本連盟は 2021 年（令和 3 年）6 月 18 日付の文書（日アマ第 03099

号）で「当連盟の財政が数年後に破綻するようなことはございません」と明

言している。また、昨年の社員総会で経常増減額▲4,525,000 円の赤字を「*

収支は今期（R3 年度）でほぼ均衡」と答弁した。“ほぼ均衡”でも、法人決

算で▲8,123,947 円の最終赤字は 11 期連続。約 6 億円の正味財産が尽きれ

ば財政破綻なのに「*当面は破綻しない」とし、「*現状の内部留保がある間

は、会費値上げはない」と答弁した。  

 今期の法人決算は▲29,582,668 円で 12 期連続の最終赤字だった。正味

財産は 570,837,659 円に減少した。これも 12 期連続である。  

 

上記の表は本連盟の過去 3 期分の予算と実績、達成率である。ふつうの法

人組織では詳細な勘定科目ごとに達成率を精査、分析、評価している。しか

も 4 半期ごとが一般的である。いわゆる予実管理が徹底されなければ放漫

経営と評価されてしまう。  

本連盟は赤字予算が常習なので、赤字幅の減少だけが決算の最終目標な

のか。百歩譲ってそうだとしても、上表の達成率から評価すれば「出たとこ

勝負の運営」である。  

全権を握った髙尾会長を中心とする理事会が 4 半期ごと収支報告書を集約

し、事業と予算の執行状況を精査、担当理事の職務執行を督励するのが本来

の務めである。  

 

【質問】 

  ①本連盟の「予算実績管理」の責任者は、髙尾会長理事で間違いないか。 

  ②本連盟の「予算実績管理」の監督を、理事会で適切に行っているか。  

  ③数年後に本連盟の財政が破綻しないと、断言できる根拠は何か。  

  ④特定資産が無くなるまで会費を値上げしないと、再び約束できるか。 
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  ⑤赤字決算を解消する意欲と、解消に向けた方策があるか。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 予 算 実 績 管 理 の 責 任 者 は 髙 尾 会 ⾧ で あ り 、 理 事 会
に お い て 報 告 を お こ な っ て お り ま す 。 特 定 資 産 が 払 底 す る 前 に は 相 応 の 対
応 の 検 討 と な り ま す が 、 現 時 点 で は 引 き 続 き 収 支 改 善 の た め 会 費 収 入 を 増
や し 、 経 費 を 圧 縮 に 努 め ま す 。  
 

＜森田会長回答＞本連盟の収支改善は急務ですが、前会長の取り組みは不

十分であったと考えます。特に、QSL 転送費用と JARL ニュース費用がか

さんでおり、会員の皆さまのご理解を頂きながら、諸事業の見直しが必要と

考えております。  

 

２．本連盟は東京地裁に提訴された「会計帳簿等謄写閲覧請求事件」の被

告（本連盟）の「準備書面（1）」（本年 1 月 31 日付）において以下の

通り述べている。  

「被告の会長に就任したことにより被告が赤字決算を出すようになった

かのような主張をする。しかし、被告の赤字決算は被告代表者が会長に

就任する以前から発生していたものであり、むしろ、被告代表者が会長

に就任して以降、赤字額は大幅な減少傾向にある。赤字決算の原因が現

執行部の責任であることを窺わせるような事情は全く見受けられない。」 

【質問】 

  ①赤字決算の責任はいわゆる過去の執行部にあるように主張するが、

それは稲毛  元会長理事、山之内  前会長理事による執行部で間違いな

いか。それとも、旧組織である故  原会長時代の執行部にさかのぼる

のか。 

  ②いわゆる過去の執行部に、髙尾会長理事がメンバーとして名前を

連ねたことがないのか。 

  ③「赤字決算の原因が現執行部の責任であることを窺わせるような

事情は全く見受けられない」と、この社員総会でも断言できるか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 指 摘 の 準 備 書 面 に つ い て は 、従 来 よ り 収 支 が 赤 字 で あ

っ た と い う 事 を 述 べ て お り ま す 。ま た 、赤 字 決 算 の 原 因 が 現 執 行 部 の 責 任 で あ る

こ と を 窺 わ せ る よ う な 事 情 は 全 く 見 受 け ら れ な い と す る 点 に つ い て も 、そ の よ う

に 考 え て お り ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 本 連 盟 の 収 支 改 善 は 急 務 で す が 、前 会 ⾧ の 取 り 組 み は 不 十 分 で

あ っ た と 考 え ま す 。会 員 の 皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、諸 事 業 の 見 直 し が 必 要

と 考 え て お り ま す 。  

 

３．私は昨年の社員総会で「一般社団法人は余剰金を分配してはいけない

が、余剰金を出してもよい。黒字にして会費値下げを」と意見を述べた。 

本連盟は「*社団法人の決算はプラスマイナス 0 が理想。プラスにな

ると内閣府からプラスはまずいよと言われる。プラスマイナス 0 ないし

は若干の赤字くらいが、内閣府の目論見としては理想。だからといって、

一般社団法人が黒字を続けていいか？は違う」と答弁した。 

  関東地方本部区域の社員は「*公益財団法人は内閣府の監督下にあっ

て、黒字を出すなと言われる。JARL は一般社団法人で監督官庁がない。

内閣府からそういった（黒字を出すなという）指導はおよそ考えられな

い」と指摘した。  
 

【質問】 

①内閣府から黒字を出すなと指導を受けた事実があるか。 

②赤字予算と赤字決算を繰り返し、正味財産を減らし続けるのは、プラ

スマイナス 0 ないしは若干の赤字を理想とする内閣府の目論見に沿う

ためか。 

③黒字決算を実現し、余剰金によって会費値下げなど会員サービスを充

実し、本連盟職員スタッフの賃金引上げなど労働環境向上に取り組む

意志があるか。 

 

 （意見） 

①赤字予算と赤字決算の原因を分析して解決策を考える特別委員会を、

早急に立ち上げる必要がある。 

②同委員会に会計、税務、法律などの有資格者を、正員の中から自薦、

他薦を問わず募る必要がある。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 在 は 内 閣 府 の 監 督 は 受 け て い ま せ ん が 、過 去 、具 体 的

に 黒 字 を 出 す な と は い わ れ て は い ま せ ん 。 現 状 の 収 支 で 会 員 サ ー ビ ス を 維 持 す

る た め に（ プ ラ ス マ イ ナ ス 0 な い し 若 干 の 赤 字 は ）や む を 得 な い と 考 ま す 。今 後

も 引 き 続 き 収 支 改 善 に 努 め 、 現 状 で は 特 別 委 員 会 等 は 考 え て お り ま せ ん 。  
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Ⅱ．選挙管理会は公正中立なのか 
 

１．本連盟の選挙規程第 23 条には、開票立会人の資格が厳格に定められ

ている。しかし、開票作業の委託法人に関わる要件が全く定められて

いない。  

   本連盟は昨年の社員総会で、選挙事務委託先は「*事務作業が確実

に履行できるか、業務実務、技術力、費用、セキュリティといった体

制など、さまざまな観点から検討が必要。選挙管理会に判断が委ねら

れていると考える」と答弁。  

また、複数の社員からの「*選挙公報の様式を大きくし、正員すべ

てに印刷配布すべき」との意見に対して、本連盟は「*選挙管理会に伝

える」と答弁した。  

 

 【質問】  

  ①委託先法人の役員に本連盟の会員が就任しておらず、開票作業も

会員が行っていないなど、利益相反の事実がないことを確認したか。 

  ②昨年の社員総会での意見を伝えられた選挙管理会は、次回の選挙

公報の様式を大きくするか。 

  ③昨年の社員総会での意見を伝えられた選挙管理会は、次回の選挙

公報を正員すべてに印刷配布するか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 業 務 委 託 先 の 役 員 ・ 担 当 者 に 会 員 が い る か
等 は こ ち ら で は 確 認 は し て お り ま せ ん が 、 金 融 機 関 や 保 険 会 社 等 企 業 の
デ ー タ 処 理 ・ 管 理 を ⾧ 年 請 け 負 っ て い る 企 業 で あ り 、 当 連 盟 の 選 挙 業 務
に つ い て も 、 こ れ ま で も 、 疑 義 を 生 じ な い よ う 厳 正 厳 格 に 対 応 し て い た
だ い て お り ま す 。 選 挙 公 報 に つ い て は 、 選 挙 会 に ご 意 見 を 伝 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 選 挙 に つ い て は 、選 挙 規 程 を 見 直 す こ と は も ち ろ ん の こ と 、①

推 薦 人 の 公 開 ② 選 挙 公 報 の 投 票 用 紙 へ の 同 封 ③ 選 挙 公 報 の 欄 を 拡 大 ④ 同 じ エ リ

ア で 複 数 名 が 立 候 補 し た 場 合 に は 公 開 討 論 会 の 実 施 ⑤ 選 挙 管 理 委 員 会 メ ン バ ー

に 法 律 家 を 含 め る 等 の 意 見 を 選 挙 管 理 会 に 伝 え 、 実 施 し た い と 考 え ま す 。  

 

２．本連盟の選挙規程第 31 条 3 項に、「異議申立ては、選挙結果を告示
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した日から 20 日を経過した日までに提起することができる」とある。  

  同第 32 条 1 項では選挙管理会の裁定等について、「選挙管理会が異

議申立てを受理したときは、遅滞なく被申立人にその申立ての内容を通

知し、必要と認めたときはその釈明を求めることができる。（以下省略）」

とある。  

  2022 年（令和 4 年）4 月投開票の選挙において、申立て期日を過ぎ

た異議申立てを不当に受理し、被申立人の釈明を不当に求めた事実があ

る。  

その後、選挙管理会は異議申立てを却下したが、選挙規程に反する不

当な手続きを進めた事実は明白である。  

 

 【質問】 

  ①昨年 4 月の選挙における異議申立て件数はいくつあったか。 

  ②そのうち異議申立て期日を過ぎた件数はいくつあったか。 

  ③申立て期日を過ぎたものを受理したことは、選挙規程に反しない

のか。 

  ④申立て期日を過ぎたものを受理して、被申立人の釈明を求めたこ

とは、選挙規程に反しないのか。 

 

 （意見） 

①選挙管理会の公正中立性を確保するため、選挙管理人の選任を定時

社員総会の承認事項にする必要がある。 

②選挙の公正中立性を確保するため、開票作業の業務委託に関わる

要件を速やかに定める必要がある。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 昨 年 の 選 挙 で は ７ 件 の 異 議 申 し 立 て が あ り 、そ の
内 １ 件 の 取 り 下 げ が あ り ま し た 。 い ず れ の 申 し 立 て も 期 日 内 に 提 出 さ れ
て い ま す 。 選 挙 管 理 会 の 選 任 に つ い て は 理 事 会 に お い て 決 議 が 妥 当 と 考
え ま す 。ま た 、選 挙 事 務 委 託 先 に つ い て は 、委 託 す る 事 務 作 業 を 確 実 に 履
行 で き る か 、 業 務 実 績 や 技 術 力 、 費 用 や セ キ ュ リ テ ィ 体 制 等 総 合 的 に 判
断 し 委 託 し て お り 、 こ う し た 要 件 は 選 挙 規 程 に な じ む も の で は な い と 考
え ま す 。  

 

 

Ⅲ．紙カード削減こそが QSL 費削減ではないのか 

１．2022 年度（令和 4 年度）は QSL カード処理枚数が 684,792 枚増加
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したが、QSL 費は 76,995,935 円（前期比▲174,733 円）と削減を実

現した。しかし、費用は高止まりして転送期間の短縮が進まず、本連

盟の努力が実を結んでいるとはとても実感できない。QSL ビューロ

ーの作業負担も増すばかりである。  

2022 年度（令和 4 年度）は立木
パルプ原料

にして869
Q S L

本分
カ ー ド

を処理！  

【QSL カードを CO2（二酸化炭素）吸収効果のある森林資源に換算】  

※大気中の CO2 増加は地球温暖化の原因のひとつとして考えられている。  

（過去 4 期の QSL カード処理枚数と重量）  

             取扱処理枚数 JARL 規定重量  取扱総重量  

 ・2019 年度（令和元年度）9,491,360 枚 2～4 ㌘  18.98～37.96 ㌧  

 ・2020 年度（令和 2 年度）9,469,860 枚 2～4 ㌘    18.94～37.88 ㌧  

 ・2021 年度（令和 3 年度）8,970,961 枚 2～4 ㌘   17.94～35.88 ㌧  

 ・2022 年度（令和 4 年度）9,655,753 枚 2～4 ㌘  19.31～38.62 ㌧  

条件①パルプ 1 ㌧は直径 14 ㌢・高さ 8 ㍍の立木およそ 30 本に相当する。  

(右記 Web を参考 https://ekitan.com/ecolife/) 

条件②QSL カードをパルプに、カード 1 枚あたりを平均 3 ㌘と仮定する。  

（過去 4 期の立木に換算した QSL カード処理量）  

                平均取扱総重量   ※立木に換算  

  ・2019 年度（令和元年度）   28.47 ㌧     およそ 854 本  

  ・2020 年度（令和 2 年度）   28.40 ㌧     およそ 852 本  

  ・2021 年度（令和 3 年度）   26.91 ㌧     およそ 807 本  

  ・2022 年度（令和 4 年度）   28.97 ㌧     およそ 869 本  

     過去 4 期合計   総重量 112.75 ㌧  合計およそ 3,382 本  

 

過去 4 期分の合計では 立 木

パルプ原料

にして約 3,382
Q S L

本分

カ ー ド

を処理！  

  私は昨年の社員総会「準備書面」で費用削減、森林資源保護、ビューロ

ーの負担軽減のため会員向けキャンペーンを展開するよう、以下の通り

求めた。  

1. 同一局との複数回交信データはなるべく 1 枚の QSL カードに記

入する。  

2. JARL 主催コンテストでは原則としてカード交換を自粛する。  

3. JARL 記念局・特別局は原則としてカード交換は「One Way」と

する。  
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4. カード交換は原則としてお互いに「PSE QSL」を明記して行う。 

5. カード所持が要らない「アワード申請」を推進する。  

 また、北海道地方本部区域社員も「*コンテスト QSO での QSL 発行自

粛というメッセージを、JARL が音頭を取っていけば無駄な QSL が減る」

と述べた。  

 本連盟は「*不要なカードは削減したい。過去に委員会で検討したが、

コンテスト委員会はメッセージを発信するのは避けたいとし、アワード

委員会は否定的。  

理事会でも何度か審議した。ビューローでの作業軽減は必要。方策を探

る」と答弁した。  

   

【質問】  

 ①QSL カード削減メッセージの発信に対して、コンテスト委員会は現在

も消極的なのか。 

②QSL カード削減メッセージの発信に対して、アワード委員会は現在も

否定的なのか。 

③QSL カード削減について、本連盟理事会はどのような「方策を探った」

のか。 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 準 備 書 面 を い た だ い て か ら 、 ア ワ ー ド 委 員 会 ・
コ ン テ ス ト 委 員 会 と し て の 考 え を ま と め る ま で に 時 間 が あ り ま せ ん で し
た が 、 各 委 員 ⾧ か ら は 次 の と お り コ メ ン ト を い た だ い て い ま す 。  
 
ア ワ ー ド 委 員 ⾧  
コ ン テ ス ト 時 の カ ー ド 交 換 に つ い て は 各 局 の 判 断 で す か ら 、 委 員 会 と し
て そ の 可 否 を 表 明 で き ま せ ん 。  
 
コ ン テ ス ト 委 員 ⾧  
コ ン テ ス ト 参 加 時 の 交 信 に 対 す る QSL カ ー ド 交 換 自 粛 要 請 は 考 え て お り
ま せ ん 。ALL JA コ ン テ ス ト で の AJD、全 市 全 郡 コ ン テ ス ト で の JCC/JCG
ア ワ ー ド な ど 、 QSL カ ー ド 交 換 を 楽 し み に し て い る 参 加 局 も あ る で し ょ
う 。 ま た 、 QSL カ ー ド 交 換 と い う JARL 会 員 で あ る 非 常 に 大 き な 意 義 を
JARL コ ン テ ス ト で 自 粛 せ よ と い う の は 、組 織 の あ り 方 と し て も 矛 盾 し て
い ま す 。 カ ー ド 発 行 は 参 加 局 の 判 断 に 委 ね ま す 。  
 
 以 前 に 理 事 会 で 検 討 し た 際 に は 、 両 委 員 会 か ら の 意 見 を ふ ま え て 、 コ
ン テ ス ト 参 加 時 の QSL カ ー ド の 自 粛 に つ い て も 求 め な い こ と と な っ て い
ま す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ QSL カ ー ド の 転 送 費 用 は 支 出 の か な り な 部 分 を 占 め る も の で

あ り 、 経 費 を 削 減 す る 第 一 条 件 は ま ず は QSL の 取 扱 い 枚 数 を 減 ら す 必 要 が あ る

と 考 え る 。ハ ム の 集 い 等 の 講 演 で は 、QSL カ ー ド 削 減 の お 願 い を し て も か ま わ な

い か と い う お 尋 ね に 対 し て 多 く の 会 員 が 賛 同 の 意 思 を 示 し て く れ て い る 。執 行 部

と し て は 理 事 会 を と お し て ア ワ ー ド 委 員 会 や コ ン テ ス ト 委 員 会 に も お 願 い し 、同

じ 局 に 対 す る 同 一 バ ン ド 同 一 モ ー ド の QSO に は 原 則 カ ー ド の 発 行 を 自 粛 し て い

た だ く よ う お 願 い を し て い き た い と 考 え る 。  

 

 

 ２．本連盟は 2021 年の東京オリンピックと東京パラリンピックで JARL

特別記念局を運用し、下記画像のような QSL カードを発行した。  

  JARL 特別記念局では 1 枚の QSL カードに QSO データ 6 回分を記載

できるよう努力、工夫がされている。なお、同一デザインで 10 地方本

部がそれぞれ QSL カードを発行したことの是非は、あえて論述しない。  

 

 （意見）  

  ①JARL 特別記念局、特別局は「同一局との複数回交信データは、なる

べく 1 枚の QSL カードに全て記入する」よう、委員会任せにしないで、

本連盟が主体的にメッセージを出すべ必要がある。 

②JARL 特別記念局、特別局はカード発行が原則として「One Way」で

あり、交信相手の会員からのカード発行を自粛するよう、委員会任せ

にしないで、本連盟が主体的にメッセージを出す必要がある。 

  ③QSL ビューローの負担軽減と費用削減のため、この定時社員総会に

出席した私たち社員からもメッセージを出しましょう。 

 

Ⅳ．会員の個人情報保護に取り組む意志はあるか 

１．個人情報保護法関連規定「6 組織・体制」にある個人情報保護管理者

について、本連盟は昨年の社員総会で、「*事務局職員関係の個人情報

保護の管理内規は専務理事」と答弁した。  

   また、会員の個人情報保護の指導監督者は、「*個人情報保護特化で

は置いていない」と回答した。  

 

 【質問】  

   ①事務局職員スタッフの個人情報保護管理者は誰か。  

   ②会員の個人情報保護管理に関わる指導監督者を委嘱しない理由は
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何か。  

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 事 務 局 職 員 の 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 管 理
内 規 」に お い て 、個 人 情 報 管 理 責 任 者 を 専 務 理 事 と 規 定 し て い ま す 。指
導 監 督 者 を 委 嘱 す る と い う こ と は 現 在 考 え て お り ま せ ん 。  
 

 

  （意見）  

   ①本連盟の通常選挙において、会員が秘匿していた住所に「投票お

願いハガキ」が郵送される事例が後を絶たない。会員の個人情報

保護管理に関わる指導監督者を選任する必要がある。  

②これまでのハムフェアにおいて、出展者の個人情報をパンフレッ

トに掲載、一般来場者にも配布していた事実がある。早急に改善

策を示す必要がある。  

 

Ⅴ．監査体制は崩壊していないか 
 

１．2021 年（令和 3 年）の定時社員総会で監事解任が提案された。そ

の理由の一つとして監事が青森県支部長時代に自ら創設して、その後

も役員に就任し続けている同県支部の「アワード収入の不適切な処

理」が挙げられた。  

   私は昨年の社員総会の準備書面で、「（監事の）解任提案が否決され

たので同アワード収入の処理は現状で良いか」、「本件の指導および改

善は監事の職務と全く関わりが無いか答えよ」と質問した。  

   これに対して監事は「*前回（2021 年）の社員総会で質問を受け答

弁したとおり。（答弁は）差し控える」と答弁した。  

 

【質問】  

  ①速記録の公開が廃止され、録音記録も確認できない。過去の社員総

会における社員の質問に対する本連盟の公式な答弁を、確認できる方

法があるのか。 

 ＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 経 費 見 直 し の 観 点 か ら 、 一 昨 年 よ り 、 速 記 録
は 作 成 さ れ て お り ま せ ん 。  

 
  ＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 毎 年 、公 開 を 望 ま れ る 意 見 を 頂 戴 し て お り まし た 。本

年 は 3 年 ぶ り に 速 記 録 の 公 開 を 行 い ま し た 。 経 費 に つ い て も 安 価 で あ
り 、従 来 ま で は 12 月 に 公 開 し て い た も の を 鋭 意 努 力 し 9 月 に 公 開 す る
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こ と が 出 来 ま し た 。オ ン ラ イ ン 中 継 も 含 め 、次 回 に 向 け て 前 向 き に 検 討
を お こ な っ て ま い り ま す 。  

 
 ２．私は昨年の社員総会の準備書面で、「支部の規模の大小、収入の多

少などによって、秘密裏に独自の収益事業を実施することを認める

か」と質問した。  

   また、「秘密裏に実施した独自の収益事業について、支部の規模の

大小、収入の多少などによって現金預金等を自由処理することを認め

るか」と質問した。  

   本連盟は支部会計について、「*もともと支部会計は地方本部会計に

組みこまれている。連盟予算の中では支部費はない。（支部会計は）必

ず公開が必要ではない。それぞれの支部の実情に応じて対処を」と答

弁した。  

 【質問】  

①地方本部に対する支部の会計報告は、地方本部から配布を受けたい

わゆる「支部費」のみを適正処理したことを証明するだけでよいか。 

 ②アワード発行の賞典収入、ご祝儀そのほか金銭等の授受を支部会計

とは別に管理、運用することを容認するのか。 

 ③支部の会計は、本連盟の監査対象外で間違いないか。 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 支 部 の 会 計 は 監 査 対 象 外 で す 。 支 部 の 会 計 に
つ い て は 地 方 本 部 ⾧ の も と 管 理 が な さ れ て い ま す 。  

 

３．本連盟の定款には、監事の推薦基準について次のとおりある。 

   第 27 条 前条第 1 項ただし書及び前条第 2 項に規定する理事会に

おいて推薦する理事及び監事の候補者の推薦基準は、次のいずれか

とする。  

  （1）正員であって、専門分野における学識経験を有し、連盟の業務

執行上適当である者。  

  （2）事務局の管理者であって、連盟の運営上適当である者。  

【質問】  

   ①監事が有している、専門分野における学識経験とは何か。 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 連 盟 の 業 務 執 行 上 、 適 当 と 考 え ら れ る 学 問 上
の 知 識 と 高 い 見 識 、 及 び 社 会 経 験 な ど を 有 し て い る こ と が 推 薦 基 準 と
考 え ま す 。  

 

４．『JARL NEWS』2023 年春号 38 ページと本連盟の Web 上に、以下のと
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おり第 64 回理事会報告が記載されている。  

 

 （1）社員による会計帳簿等閲覧・謄写請求について、同請求に応じない

理由の説明と同請求に応じるとの判断の決議についての提案があった。 

  会長より、当該案件については、一般社団財団法人法や定款等により理

事会決議を経る案件とはならない旨の説明があり、今までの経緯につい

ての説明があった。（以下略）  

【質問】  

   ①髙尾会長理事は、訴訟などの重要案件について「一般社団財団法人法

や定款等により理事会決議を経る案件とはならない」としているが、

監事も同じ判断で間違いないか。  

 ②監査報告書に「理事の職務執行に関して、不正の行為並びに法令若

しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます」とある。訂正し

ないのか。 

③理事会決議のない裁判の弁護士費用等を計上した決算報告書は適正

で間違いないか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 従 前 よ り 会 ⾧ が 裁 判 対 応 を お こ な っ て お り 、
２ 月 の 理 事 会 で も 説 明 を さ せ て い た だ き 、 代 理 人 に 一 任 す る 旨 で 了 承
を い た だ き ま し た 。  

本 件 は 、 特 に 理 事 会 の 専 決 事 項 や 審 議 事 項 に 該 当 す る も の で は ご ざ
い ま せ ん の で 、 会 ⾧ に お い て 業 務 執 行 を 行 う こ と が で き る 事 項 で あ り
ま す 。  

裁 判 手 続 き に お い て は 仮 処 分 や 控 訴 と い っ た 極 短 期 間 で 迅 速 な 対 応
が 求 め ら れ る ケ ー ス が 少 な か ら ず お こ る た め 、 理 事 会 が 常 設 の 機 関 で
は な い こ と か ら 、そ の 都 度 、臨 時 の 理 事 会 を 開 催 し て 、理 事 会 決 議 を 経
る こ と は 現 実 的 に も 難 し く 、 会 ⾧ に 対 応 を 一 任 い た だ く こ と が 現 実 的
な 対 応 と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 前 会 ⾧ に よ る 訴 訟 対 応 は 理 事 会 を 通 さ ず 独 断 で な さ
れ た も の で あ っ て 、 不 適 切 で あ っ た と 考 え て お り ま す 。  

 

  【参考】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には次のとおりあ

る。 

   第百条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれ

があると認めるときは、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは
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著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事（理

事会設置一般社団法人にあっては、理事会）に報告しなければならな

い。 

 

■準備書面 91P  JA9EEH 松野和夫 

 

● 第 1 号議題について 

（１）  新型コロナ対応により、事業費が削減されこともあり、財政状況

の改善がみられ、評価します。 

令和５年度事業では役員報酬等の減額により経費を縮減されている

が、健全財政計画はどのようにされるでしょうか。具体的な目標はあ

るのでしょうか。 

毎年、社員総会でお願いしている「入るを量りて出ずるを制す」で予算を組

み、積立金取り崩しをしない予算編成をお願いします。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 評 価 い た だ き 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 引
き 続 き 財 政 改 善 が 進 む よ う 、 鋭 意 努 力 し て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ
ロ ナ 禍 に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る
た め 、 会 員 の 皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要
と 考 え て お り ま す 。  
 

（２）  専務理事の会長兼務により、役員報酬が減額され、また、本年度

事業予算から役員報酬が計上されていない。予算は軽減されるが、

専務理事を会長が兼務して不在という異常な状態を続けていけるの

でしょうか。 

後任の専務理事の選任は検討しているのかお尋ねします。 

また、早急に選任すべき考えます。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 適 任 者 を 含 め 検 討 中 で す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必 要
と 考 え ま す 。  
 

（３）  監査報告において、執行状況について報告を受け、必要に応じ説

明を求め、関係書類を閲覧しているとありますが、会計帳簿類をど

れぐらいの頻度で閲覧しているのか。そのうえで、適正に支出され
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ていると監事は判断しているのか。 

内部監査等は実施されているのかお尋ねします。 

内部統制は図られていると誰が確認しているのでしょうか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 監 事 は 年 に 数 回 の 内 部 監 査 を 実 施 し 、 必
要 に 応 じ 説 明 を 求 め 、 厳 正 に 会 計 帳 簿 類 の 監 査 を し て お り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 監 事 に よ る 年 数 回 の 内 部 監 査 で は 限 界 が あ る の
で 、 帳 簿 や 決 裁 文 書 の 記 載 方 法 （ 目 的 を 詳 細 に 記 載 す る 等 ） に つ
い て 、 す で に 改 善 を 進 め て い ま す 。  
 

（４）  ＱＳＬカードの転送は 4 年度も増加しており、転送遅延は 9 か月

程度と感じている。 

当局が QSL 管理している記念局のカードも交信日 2022/10/22、ビュー

ロー発送日 2022/12/06 のカードがまだ届かないとカード請求がありま

した。 

たぶん来月以降に到着する思われます。 

そこで私の交信ログを見ると 

交信局名   更新年月日   QSL カード受領日 

8J9OLYMPIC   2021/08/10   2022/10/01    14 か月 

8J9VLP     2022/06/19   2023/06/02    12 か月 

とまさに 1 年後の到着であり、1 年会員ですと会費切れ後にカードが到

着することとなります。カード転送を受けることなく辞める会員が出

るのではと危惧しています。 

ＱＳＬ転送は会員サービスの根幹と思うが、会員ファーストの会長

として改善策はあるのかお尋ねします。 

また、最近ではｈQSL を利用して、QSL 交換が行われているが、JARL

としては、これを推奨しないのか、電子 QSL をいつまで検討していく

のか。（電子 QSL 委員会の存続意義は）お尋ねします。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、 ま
た 、 FT8 等 に よ る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落
ち 着 い て き て お り 、 コ ロ ナ も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 処 理 能 力
の 増 強 に つ い て そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る と こ ろ で す 。  
 
電 子 QSL に つ い て は 、 委 員 会 に お い て 、「 hQSL」 を は じ め 現 在 の
電 子 QSL の 動 向 等 を 踏 ま え た 上 で 、 JARL の 会 員 サ ー ビ ス と し て
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取 り 組 む べ き 電 子 QSL の 姿 を 幅 広 い 観 点 か ら 検 討 し て お り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、
カ ー ド 転 送 に 時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要
で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子 QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を
含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会
で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  

 

■準備書面 93P  JH2DFJ 岩田泰典 

1.「第１号議題 令和 4 年度決算の件」について 

 【本件 否決の立場から以下の事項に対し質問を求める】 

 【以下の事項に対し、会長・専務理事に質問】 

（１）会計帳簿閲覧謄写請求の件について 

会計帳簿開示請求を今回も理事会の同意もなく会長が独断でこれを拒否し

た。その判決が本年 3 月末に下された。敗訴が確実であるのにも関わらず控

訴した。その正当な根拠理由を証明できるのか、明らかにされたい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 過 去 に 、 社 員 の 一 部 が 閲 覧 謄 写 し た 会 計
帳 簿 等 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 不 特 定 多 数 の 第 三 者 に 広 く 公 開 す る
こ と に よ っ て 当 連 盟 の 運 営 に 支 障 を 生 じ さ せ て お り 、 今 回 も 同 様
に 、 一 般 公 開 さ れ る こ と が 容 易 に 想 定 さ れ 、 通 常 の 組 織 に お い て
は 想 定 し が た い 事 態 を 危 惧 し 、 会 計 帳 簿 等 の 閲 覧 謄 写 を 認 め た 一
般 社 団 法 人 法 の 趣 旨 に も 反 し て い る と 考 え ら れ る こ と か ら 、 今 回
の 請 求 は 、 法 定 の 要 件 を 充 足 し て い な い 違 法 な 請 求 で あ り 、 ま
た 、 法 定 の 閲 覧 謄 写 拒 絶 事 由 が 認 め ら れ る も の と し て 本 訴 訟 に お
い て そ の 旨 主 張 い た し て お り ま し た 。  
し か し 、 裁 判 所 は 当 方 の 主 張 を 容 れ ず 、 法 の 趣 旨 を 軽 視 し た 形 式
的 な 判 断 の も と 、 会 計 帳 簿 を 閲 覧 謄 写 さ せ る こ と を 命 じ る 旨 の 判
決 が な さ れ ま し た た め 、 当 連 盟 の 個 別 事 情 を 十 分 に 考 慮 せ ず に 閲
覧 謄 写 さ せ る こ と を 求 め る も の で あ り 、 会 計 帳 簿 等 が 一 般 公 開 さ
れ て 当 連 盟 の 運 営 に 更 な る 支 障 を 生 じ る こ と が 容 易 に 想 定 で き る
現 状 を 踏 ま え 、 到 底 承 服 で き る も の で は な い た め 、 訴 訟 代 理 人 と
も 協 議 の 上 、 控 訴 の 手 続 を 取 る こ と と い た し ま し た 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 地 裁 判 決 に 対 す る 控 訴 は 前 会 ⾧ が 独 断 で 行 っ た
も の で あ り 、 不 適 切 で し た の で 、 8 月 に こ れ を 取 り 下 げ る 手 続 を 行
い ま し た 。 
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（２）弁護士費用支出責任の件について 

この法令に違反する会計帳簿開示拒否により、多額の弁護士費用を JARL

経費で支出している事は問題があると考える。本件弁護に関する経費支出に

対する責任は会長自らの私的経費で支出すべきと考えるが如何か。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 に 述 べ た と お り 、 会 計 帳 簿 等 が 一 般 公
開 さ れ て 「 当 連 盟 と し て の 事 業 運 営 」 に 更 な る 支 障 を 生 じ る こ と
が 容 易 に 想 定 で き る こ と か ら 控 訴 し て お り ま す こ と を ご 理 解 く だ
さ い 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 地 裁 判 決 に 対 す る 控 訴 は 前 会 ⾧ が 独 断 で 行 っ た
も の で あ り 、 不 適 切 で し た の で 、 8 月 に こ れ を 取 り 下 げ る 手 続 を
行 い ま し た 。会計帳簿閲覧請求訴訟の対応に要した弁護士費用の

適切性については、検討します。  
 

 （３）毎回論議となる「一般正味財産」、いわゆる内部留保の取り崩しによる補

填の改善策及び、一般社団法人としての事業運営にかかわる中期経営戦略

に対し具体的な展望を明らかにされたい。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 4 年 度 中 の 収 支 補 填 の 特 定 資 産 の 取
り 崩 し は ゼ ロ で あ り 、 今 後 も で き る だ け 補 填 を な く す よ う 努 め て
ま い り ま す 。 一 般 社 団 法 人 と し て 収 入 の 大 部 分 が 会 費 収 入 で あ
り 、 こ の 維 持 ・ 増 加 の た め の 努 力 と 、 経 費 の 圧 縮 に 努 め て ま い り
ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 将 来 を 見 越 し た 事 業 運 営 は 重 要 で あ り 、 中 期 経
営 戦 略 の 策 定 も 検 討 し た い と 考 え て お り ま す 。  

 

【以下の事項に対し、監事に質問】 

（4）前（1）及び（2）項の、法令及び定款違反の事案に対し、 

「監査報告書」の記載事項にある「職務執行の妥当性の検討」とりわけ、

「理事の職務執行に関して、不正の行為並びに法令若しくは定款に違反

する重大な事実はないと認めます。」とは、監事として会長にどのような対

応をしたのか明らかにされたい。 
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＜ 監 事 予 定 原 稿 ＞ 今 回 の 訴 訟 対 応 に つ い て は 、 法 令 及 び 定 款 に 違
反 す る も の で は な い と 考 え ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 地 裁 判 決 に 対 す る 控 訴 は 前 会 ⾧ が 独 断 で 行 っ た
も の で あ り 、 不 適 切 で し た の で 、 8 月 に こ れ を 取 下 げ る 手 続 を 行 い
ま し た 。  
 

 （5）前（3）項の、内部留保の取り崩しによる補填の具体的な方策や中期事業計

画に対し、どのような対応をされたのか明らかにされたい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 4 年 度 中 の 収 支 補 填 の 特 定 資 産 の 取
り 崩 し は ゼ ロ で あ り 、 引 き 続 き 会 費 収 入 の 増 加 と 、 経 費 の 圧 縮 を
求 め て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、
コ ロ ナ 禍 に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現
す る た め 、 会 員 の 皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し
が 必 要 と 考 え て お り ま す 。 将 来 を 見 越 し た 事 業 運 営 は 重 要 で あ
り 、 中 期 経 営 戦 略 の 策 定 も 検 討 し た い と 考 え て お り ま す 。  
 

 
■準備書面 97P  JL8LGW 船水明 

 
２ ． 第 １ 号 議 題  令 和 ４ 年 度 決 算 の 件 

 

Ｑ Ｓ Ｌ 関 係 に つ い て の 質 問 

（ １ ） カ ー ド の 保 管 の た め の 費 用 が 新 た に 計 上 さ れ て い る 。 こ れ は 処 理
し き れ な い 分 の 保 管 用 と 思 わ れ る が 、 保 管 す る だ け で は 現 在 の Ｑ
Ｓ Ｌ 遅 延 問 題 は 解 決 す る ど こ ろ か 悪 化 の 道 を た ど る だ け と 思 わ れ
る 。 処 理 能 力 を 増 強 す る 、 処 理 拠 点 を 分 散 す る 、 会 員 か ら の 到 着
量 を 調 整 な ど 、 実 際 に 行 っ て い る 改 善 策 は あ る の か 。 そ の 効 果 に
つ い て は 分 析 で き て い る の か 。 ま た 今 後 さ ら に 何 か 講 じ る 対 策 は
あ る の か お 答 え く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ こ れ ま で コ ロ ナ 禍 の た め 大 き な 処 理 能 力
の 増 強 等 に つ い て の 対 応 が 難 し か っ た の で す が 、 ５ 類 へ の 移 行 に
も と な い 能 力 増 強 に つ い て 動 き 出 し て い る と こ ろ で す 。  
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＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、
カ ー ド 転 送 に 時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要
で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子 QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を
含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会
で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  
 

 

（ ２ ） 現 在 の ビ ュ ー ロ ー の 年 間 処 理 能 力 と 実 際 に ビ ュ ー ロ ー に 到 着 し て
い る カ ー ド 枚 数 と の 隔 た り は ど の 程 度 あ る の か 。 具 体 的 な 数 値 （ 枚
数 ） で お 答 え く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 禍 と FT8 の 急 速 な 普 及 で 令 和 2 年
度 と 令 和 3 年 に 1100 万 枚 の QSL カ ー ド が QSL ビ ュ ー ロ ー に 到
着 し て お り ま す が 、 通 常 時 の 900 万 枚 程 度 と 考 え ま す が 、 コ ロ ナ
禍 の た め 間 隔 の 確 保 等 で 若 干 取 り 扱 い 枚 数 を 減 少 し て お り ま し
た 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ ビ ュ ー ロ ー へ の 到 着 枚 数 は 先 に お 答 え し た と お
り で す 。 現 在 の ビ ュ ー ロ ー の 年 間 処 理 能 力 は 約 900 万 枚 で す 。  

 

（ ３ ） エ リ ア 別 や 地 域 別 で の 処 理 な ど に よ り 分 散 さ せ 一 時 的 に 経 費 が 増
え た と し て も 安 定 し た ビ ュ ー ロ ー と し て の 役 割 を 果 た す こ と を 考 え
検 討 し て は ど う で し ょ う か 。 

    こ れ に つ い て ど う 考 え る か お 答 え く だ さ い 。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 分 散 し た 場 合 に は 各 施 設 の 人 員 や 備 品 等
も 必 要 に な り 、 一 カ 所 で 作 業 を 行 っ た 方 が 効 率 的 で あ る と 考 え ま
す 。  

 

■準備書面 101P  JI1XKH 増田浩 

第1号議題 令和４年度決算の件  

（１）赤字の中身について 

毎年の赤字決算、常識的に考えて現在のJARLは異常事態であると感じています。前年度も赤字

でしたが積極的な改善策が見えておりません。前年度に比べれば減っているように見える赤字額で

すが、決算結果をベースにした結果説明ではなく、具体的な中⾧期ビジョンを示した上での決算報

告としていただきたい。 
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（２）赤字予算の改善策について 

今後の事業計画と予算でいつまで赤字を続ける事になるのか、ゼロベースへの改善策をご説明くださ

い。単年度では困難でしょうから、今年度、３年後、５年後など中⾧期計画を含めて改善策を具

体的にお示しください。  

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ （ 1）（ 2） に つ い て  
令 和 4 年 度 中 の 収 支 補 填 の 特 定 資 産 の 取 り 崩 し は ゼ ロ で あ り 、 数 年 後 に は
こ れ が 常 態 で あ る よ う 、 会 費 収 入 維 持 ・ 増 加 と 経 費 の 圧 縮 に 努 め 収 支 を 改
善 し て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ ロ ナ 禍
に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の
皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

■準備書面 105P JF1RPZ 出田洋 

質 問 事 項 ： 第 １ 号 議 題  令 和 ４ 年 度 決 算 の 件  

議 案 書 に 記 載 の 「 今 年 度 は ア フ タ ー コ ロ ナ に お け る 事 業 活 動 を 推 し 進 め 、 会 員 の

満 足 度 向 上 に 向 け 、 組 織 一 丸 と な っ て さ ら な る 会 員 サ ー ビ ス の 充 実 を お こ な い 、

会 員 数 の 増 加 を 目 指 し 、 経 費 削 減 に 努 力 し 、 収 支 改 善 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。」

に 関 連 し 、 以 下 の 点 に つ い て 連 盟 の 基 本 的 考 え と 今 後 の 具 体 的 取 り 組 み を お 知 ら

せ く だ さ い 。  

 

１ ） ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 と い う 政 府 ・ 総 務 省 の 政 策 の 視 点 と ア マ チ ュ ア 無 線 の 健

全 な 発 展 を 目 指 す Ｊ Ａ Ｒ Ｌ の 考 え 方 の 間 に 齟 齬 は な い の で し ょ う か ？  

  本 年 3 月 22 日 付 の 電 波 法 令 の 改 正 に つ い て 、Ｊ Ａ Ｒ Ｌ の 考 え 方・要 望 は 十

分 反 映 さ れ て い る と 考 え て い る と 考 え ま す か ？ 引 き 続 き 、 法 改 正 を 要 望 し て

い く 点 は 、 具 体 的 に 何 で す か ？  

  将 来 の ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 、 す な わ ち 無 線 技 術 に 関 心 を 持 つ 若 者 を 増 や す

き っ か け と し て 小 中 高 校 生 に ア マ チ ュ ア 無 線 を 知 っ て も ら い 仲 間 と し て 迎 え

る こ と に 、 Ｊ Ａ Ｒ Ｌ 特 に 担 当 と な っ た 会 員 増 強 組 織 強 化 委 員 会 は ど の よ う な

具 体 的 な 活 動 を 行 っ て い ま す か ？ 今 後 行 っ て い く の で し ょ う か ？  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ワ イ ヤ レ ス 人 材 育 成 が 必 要 で 、 そ こ で ア マ チ ュ ア
無 線 が 活 用 で き る と の 総 務 省 が フ ォ ー カ ス し て い た だ い た こ と は 本 当 に あ
り が た い こ と で 、 ア マ チ ュ ア 無 線 界 に と っ て も 高 齢 化 が 進 み 、 若 年 層 で ア
マ チ ュ ア 無 線 に 興 味 を 持 た れ て い る 方 が 少 な く な っ て い る こ と も 事 実 で 特
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段 の 齟 齬 は な い も の と 考 え て い ま す 。  
ま た 、 新 た に 若 年 層 を 取 り 込 む に あ た っ て は 、 よ り 免 許 手 続 き の 簡 素 化 で
あ っ た り 、 実 験 ・ 研 究 な ど の し や す い 環 境 作 り も 必 要 と 考 え ま す 。  
 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 政 府 ・ 総 務 省 は 、 ア マ チ ュ ア 無 線 の 世 界 に 限 ら ず 、 広 く 無 線 技

術 に 興 味 を 持 つ 人 材 を 育 て る こ と に よ り 、 ワ イ ヤ レ ス 人 材 を 育 成 す る と の 視 点 で

あ り 、JARL と し て も 、ア マ チ ュ ア 無 線 の 世 界 に 閉 じ こ も る こ と な く 、広 く 大 き な

視 点 が 必 要 と 考 え ま す 。  

小 中 学 生 に ア マ チ ュ ア 無 線 を 知 っ て も ら い 仲 間 と し て 迎 え る た め の 施 策 が 必 要 で

す が 、 前 会 ⾧ の も と で は 、 組 織 全 体 で の 取 り 組 み が 不 十 分 で し た 。 そ こ で 、 本 年

7 月 の 第 68 回 理 事 会 で「 体 験 運 用 推 進・ニ ュ ー カ マ ー 支 援 委 員 会 」を 設 置 し た と

こ ろ で す 。  

 

２ ） バ ン ド プ ラ ン に つ い て  

  本 年 9 月 25 日 付 で 施 行 さ れ る 総 務 省 告 示 第 80 号 の い わ ゆ る バ ン ド プ ラ ン で

は 、A1A 専 用 周 波 数（ CW バ ン ド ）と 衛 星 通 信・ 月 面 反 射 通 信・ レ ピ ー タ ー バ

ン ド を し て い る 以 外 は 、 法 定 の 使 用 電 波 型 式 の 規 制 は な く な り ま す 。  

  第 64 回 理 事 会 で 、Ｊ Ａ Ｒ Ｌ バ ン ド プ ラ ン の 改 正 案 が 審 議 さ れ て い ま す が 、6

月 15 日 時 点 で は そ の 内 容 も 改 定 の 方 向 性 も 公 開 さ れ て い ま せ ん 。  

  今 回 の バ ン ド プ ラ ン の 改 訂 に つ い て は 、コ ン テ ス ト 参 加 者 や FT8 運 用 者 な ど

か ら 非 常 に 高 い 関 心 を 持 っ て 、改 正 案 の 発 表 を 待 っ て い ま す 。国 内 局 同 士 の 交

信 と 外 国 局 と の 交 信 で ル ー ル が 異 な る ガ ラ パ ゴ ス 規 定 が な く な る こ と は 歓 迎

し ま す が 、法 定 バ ン ド プ ラ ン の ま ま CW 以 外 の 運 用 を 運 用 者 の 判 断 に 任 せ る よ

う な Ｊ Ａ Ｒ Ｌ バ ン ド プ ラ ン で は バ ン ド 内 の 混 乱 を 招 く こ と が 危 惧 さ れ ま す 。  

  新 Ｊ Ａ Ｒ Ｌ バ ン ド プ ラ ン の 制 定 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 と 具 体 的 な バ ン ド プ

ラ ン の 公 開 日 程 を お 知 ら せ く だ さ い 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 先 日 、 理 事 会 で 承 認 を 受 け た JARL の バ ン ド プ ラ
ン に つ い て は 、 近 日 中 の 公 開 さ せ て い た だ き 、 9 月 25 日 が 施 行 日 の た め
に 誤 解 を 招 か な い よ う に Ｐ Ｒ す る こ と と し た い 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 今 後 、 バ ン ド 内 の 使 わ れ 方 に つ い て 、 広 く ア マ チ ュ ア 無
線 家 の ご 意 見 を 集 約 し な が ら 、 初 心 者 に も わ か り や す い ガ イ ド ブ ッ ク 的 な
も の の 作 成 を 目 指 し た い と 考 え て お り ま す 。  
 

３ ） Ｑ Ｓ Ｌ 問 題  

 Ｊ Ａ Ｒ Ｌ  Ｑ Ｓ Ｌ ビ ュ ー ロ ー の 継 続 は 、綱 渡 り 状 態 が 続 い て い る と 認 識 し て
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い ま す 。根 本 解 決 の た め に 、紙 カ ー ド の 削 減 に 向 け た 本 腰 を 入 れ た 取 り 組 み が

必 要 と 考 え ま す 。Ｊ Ａ Ｒ Ｌ の Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 取 り 組 み と し て 、Ｊ Ａ Ｒ Ｌ と し て 紙 カ

ー ド の 削 減 を 呼 び か け る こ と を 始 め る 考 え は な い の で し ょ う か ？ ま た 、カ ー ド

の 電 子 化 に つ い て も 遅 々 と し て 前 に 進 ん で い ま せ ん 。本 気 で 取 り 組 む 意 思 は な

い の で し ょ う か ? 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 現 状 で は 、 紙 カ ー ド の 削 減 を 呼 び か け る と い う よ
り は 、 QSL カ ー ド の 電 子 化 な ど を 進 め る 方 向 で 、 紙 QSL の 削 減 に 務 め る
こ と と し た い 。  
 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に 時

間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子

QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7

月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  

 

■準備書面 109P JR6IKD 中嶋 邦浩 

 

１ ． 第 １ 号 議 題  令 和 4 年 度 決 算 に つ い て 【 要 望 】  

4 年 度 は 専 務 理 事 を 任 命 し な か っ た 事 か ら 専 務 理 事 の 年 棒 の 約 1,000 万 円

の 費 用 支 払 い が 無 か っ た 、 こ の 事 か ら 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額

は △ 27 百 万 円 で は な く 専 務 理 事 が 決 ま っ て い た と 仮 定 す れ ば △ 38 百 万

円 で 有 っ た と 予 想 す る 。  

ま た 報 告 事 項 の （ ２ ） 令 和 ５ 年 度 収 支 予 算 に 専 務 理 事 に 対 す る 給 与 の 記

載 が 有 り ま せ ん が 今 年 度 も 専 務 理 事 を 任 命 す る 気 が 最 初 か ら 無 い の か 、

予 算 な の で 1,000 万 円 を 予 算 に 組 む べ き だ と 思 い ま す 。  

 ま た 、 令 和 ５ 年 度 の 予 算 に つ い て は 収 支 ゼ ロ で 作 成 頂 き た い 。  

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 専 務 理 事 に つ き ま し て は 、 適 任 者 を 含 め
検 討 中 で す 。 予 算 に つ き ま し て は 、 引 き 続 き 財 政 改 善 が 進 む よ う
鋭 意 努 力 し て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必
要 と 考 え ま す 。 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の 皆 さ ま の
ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
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■準備書面 111P JH4PHW 坂井志郎 

 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ラ イ フ メ ン バ ー の 「 准 員 」 の 内 訳 は 、 ３
月 ７ 日 現 在 で 、 ラ イ フ メ ン バ ー 会 費 を お 支 払 い の 方 が 「 ３ ０ 名 」、
ラ イ フ メ ン バ ー 転 送 手 数 料 を お 支 払 い の 方 が 「 １ ４ 名 」、 い ず れ も
お 支 払 い で な い 方 は 「 ８ ,８ １ ５ 名 」 と な っ て お り ま す 。 こ の 内 、
前 回 の 会 員 台 帳 整 備 で 「 准 員 」 に 移 行 さ れ た 方 は 「 約 ３ ,６ ０ ０
名 」 で す 。 会 費 も 転 送 料 も 支 払 っ て い な い 方 に つ い て は 、 QSL カ
ー ド や JARL NEWS、 投 票 用 紙 等 の 発 送 が な い た め 、 特 段 の 経 費
は か か っ て お り ま せ ん 。  
ラ イ フ メ ン バ ー の 「 正 員 」 の 方 で 、 JARL NEWS を 購 読 さ れ て い
な い 方 に は 、 昨 年 、 試 供 版 と し て JARL NEWS を 送 付 し 、 最 近 の
ア マ チ ュ ア 無 線 や JARL の 動 き 等 を お 伝 え し 、 活 性 化 を 図 り ま し
た 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 会 費 を 一 切 支 払 っ て い な い ラ イ フ メ ン バ ー の
「 准 員 」 に つ い て は 、 現 状 、 当 連 盟 と 一 切 通 信 が な く 、 現 状 が 把
握 で き て お り ま せ ん 。 健 全 と は い え ま せ ん の で 、 経 費 が か か る こ
と で は あ り ま す が 、 何 ら か の 対 策 が 必 要 で は な い か と 考 え て お り
ま す 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ア マ チ ュ ア 無 線 に つ い て 理 解 の あ る 政 治
家 の 方 々 と の 交 流 に よ り 、 豊 富 な 経 験 に 基 づ く ア ド バ イ ス な ど を
頂 戴 し て い ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 政 治 家 の 方 々 に ア マ チ ュ ア 無 線 へ の 理 解 を 深 め
て い た だ く こ と は 大 切 な こ と と 考 え て い ま す 。 今 後 も 引 き 続 き 交
流 を 深 め て い き た い と 考 え て お り ま す  

 

■準備書面 117P JG1RNL 比嘉隆太 

【 1】 第 1 号 議 案 に つ い て  

 2022 年 度 の 決 算 に つ い て は 、赤 字 で は あ る も の の 、従 来 か ら 指 摘 さ れ て い た 特

定 資 産 取 崩 が 無 く な っ た 事 は 赤 字 解 消 へ の 大 き な 一 歩 と 言 え る 。  

 し か し 、 国 際 情 勢 も あ り 、 社 会 は イ ン フ レ 状 況 が 続 い て お り 更 な る 厳 し い 状 況

で あ る こ と は 想 像 に 容 易 い こ と で は あ る が 、 収 支 均 衡 を 目 指 し 、 会 員 サ ー ビ ス の

向 上 に 努 め る こ と を 望 み ま す 。  

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 評 価 い た だ き 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 引 き 続 き
財 政 改 善 が 進 む よ う 、 鋭 意 努 力 し て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ ロ ナ 禍
に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の
皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

■準備書面 119P JA3WDL 井村 厚 

(1) 会 計 帳 簿 等 開 示 請 求 の 控 訴 取 り 下 げ に つ い て   
P17 雑 費 の 項  弁 護 士 費 用 の 無 駄  
決 算 は 、身 の 丈 に あ っ た 執 行 が さ れ た の で し ょ う か 。続 く 赤 字 決 算 は 認 め

ら れ ま せ ん 。ど の 科 目 が 増・減 し た の か を は っ き り さ せ る 為 、社 員 22 名 が
会 計 帳 簿 等 開 示 請 求 事 件 で 、 東 京 地 方 裁 判 所 に 提 訴 、 判 決 は 過 去 7 年 分 の
会 計 帳 簿 等 の 開 示 を 認 め る 判 決 (令 和 5 年 3 月 30 日 )が 出 ま し た 。直 ち に 控
訴 を 取 り 下 げ ま し ょ う 。  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 収 支 は 確 実 に 改 善 し て お り 、 引 き 続 き 会 費 収 入 維
持 ・ 増 加 と 経 費 の 圧 縮 に 努 め て ま い り ま す 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ こ こ 数 年 、 確 か に 赤 字 幅 は 縮 小 し て い ま す が 、 コ ロ ナ 禍
に よ る 事 業 縮 小 の 影 響 は 否 め ず 、 確 実 な 収 支 均 衡 を 実 現 す る た め 、 会 員 の
皆 さ ま の ご 理 解 を 頂 き な が ら 、 諸 事 業 の 見 直 し が 必 要 と 考 え て お り ま す 。  
 

■準備書面 121P JA1MUY 仙石康信 

Ⅰ．第一号議題（令和４年度決算の件） 

1. ＱＳＬ費について 

第 １ ０ 回 社 員 総 会 の回 答 では、１ 人 あたりのＱ Ｓ Ｌ 転 送 枚 数 は２ ０ ０ 枚 とし

ていると回答をいただいております。普 段より交 信数 の少 ない会員 の方 もＦ Ｔ

８の運用を始めたことによりＱ Ｓ Ｌ カードの転 送 量も増えております。昨 年、一

昨 年 と「 費 用 が掛 かりすぎるので変 更 できない」 と回 答 をいただいております

が、非会員宛へ出すＱＳＬカードも増加しております。ＱＳＬカードが順調に転

送 されるために必 要 な改 善 は費 用 がかかってもするべきではないでしょうか。

以前より提案しているように、必要に応じて転送専用の袋や箱などを作成して

送信者 にご負 担いただくようにシステムを改善するなどご検討をお願いいたし

ます。 

 
＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 転 送 量 に 応 じ た 袋 や 箱 を 受 益 者 負 担 の よ
う な シ ス テ ム を 思 わ れ ま す が 、 現 在 の と こ ろ 考 え て お り ま せ ん 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、
カ ー ド 転 送 に 時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要
で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子 QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を
含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会
で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  
 

2. Ｄ－ＳＴＡＲにかかる費用について 

① Ｄ－ＳＴＡＲサーバはどこに設置されていますか（具体的に詳しく）  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 国 内 の レ ン タ ル サ ー バ ー 会 社 の 仮 想 プ ラ イ

ベ ー ト サ ー バ ー  (VPS) を 使 用 し て い ま す 。こ の た め 、サ ー バ ー の 設

置 場 所 は 、 お 答 え で き ま せ ん 。  
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② Ｄ－ＳＴＡＲサーバは何台設置されていますか（具体的に詳しく） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 災 害 対 策 の 観 点 か ら 仮 想 プ ラ イ ベ ー ト サ ー

バ ー  (VPS) を ２ セ ッ ト 異 な る 会 社 か ら １ セ ッ ト ず つ 、計 2 セ ッ ト 使

用 し て い ま す 。  

 
③ Ｄ － Ｓ Ｔ Ａ Ｒ サーバを運 用 するために、サーバ以 外 の機 器 はどのようなもの

がどれだけありますか（具体的に詳しく） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ パ ソ コ ン と イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 機 器 で す  

 

④ Ｄ － Ｓ Ｔ Ａ Ｒ サーバはどなたが管 理 されていますか（ 管 理 されている方 すべ

て） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ D-STAR 委 員 会 で す  

 
⑤ Ｄ－ＳＴＡ Ｒサーバにかかる費用について教えてください（詳細にお願いしま

す） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 2 社 の 合 計 で 年 間 2 万 5 千 円 程 度 で す 。  

 
⑥ Ｄ － Ｓ Ｔ Ａ Ｒ サーバを維 持 に必 要 な費 用 はどのように計 上 されていますか

（管理費なども含めて、それぞれを詳細にお願いします） 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 設 備 機 器 費 に 計 上 し て い ま す  

 
⑦ 総通の指 示により、Ｄ－ＳＴＡＲの記録（ログ）の保存、提出、運用の停止な

ど求 められていると思 いますが、その指 示 はいつ、どこから、どのような形 式

で指示がありましたか。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 不 法 ・ 違 法 運 用 に 関 す る 内 容 と な り ま す の

で 、 回 答 は 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  

 
⑧ ⑦の指示がある場合、その書類をお示しください。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 不 法 ・ 違 法 運 用 に 関 す る 内 容 と な り ま す の
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で 、 回 答 は 控 え さ せ て い た だ き ま す。 

 

⑨ ⑦の指示に基づき、ログの提出を求められたことはありますか。また、提 出が

ある場合は、どのように提出されましたか 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 不 法 ・ 違 法 運 用 に 関 す る 内 容 と な り ま す の

で 、 回 答 は 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  

 
⑩ ⑦の指示に基づき停波したことはありますか 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 不 法 ・ 違 法 運 用 に 関 す る 内 容 と な り ま す の

で 、 回 答 は 控 え さ せ て い た だ き ま す 。  
 

 

■準備書面 147P 7L1FFN 磯直行 

●第１号 議題「令和４年度 決算の件」に関す る質問事項 

私（ 7L1FFN）は「 JARL 正 常 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」の メ ン バ ー で も ，「 JARL 会 員 フ

ァ ー ス ト の 会 」の メ ン バ ー で も あ り ま せ ん ．一 般 の ア マ チ ュ ア 無 線 家 お よ び JARL

会 員 に 最 も 近 い 立 場 の 社 員 （ 支 部 ⾧ ） と し て ， 質 問 し ま す ．  

 

 主 に JARL 執 行 部 が メ ン バ ー と 思 わ れ る「 JARL 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 」と ，そ れ

に 異 議 を 唱 え る 「 JARL 正 常 化 プ ロ ジ ェ ク ト 」 と の 間 の 意 思 疎 通 の こ と で す ．  

日 本 全 国 の 多 く の ア マ チ ュ ア 無 線 家 が 一 枚 岩 （ ワ ン チ ー ム ） と な り 気 持 ち よ く

活 動 す る た め に ，意 見 交 換 の 場 を も つ こ と は 大 変 重 要 な こ と だ と 考 え ま す ．特 に ，

JARL は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 趣 味 と す る 者 が 集 ま っ た 一 般 社 団 法 人 で す ． 理 事

お よ び 監 事 の 皆 さ ん は ， 好 き な 人 で も イ ヤ な 人 で も ， 積 極 的 に 意 見 交 換 す る 必 要

が あ る と 考 え ま す ．  

 

 こ れ ま で 第 ８ 回 ～ 第 １ １ 回 の 合 計 ４ 回 に 渡 っ て 「 双 方 で の 意 思 疎 通 を お 願 い し

た い 」，「 会 員 も そ れ を 望 ん で い る 」 と 意 見 ・ 要 望 し ま し た ．  

 第 ８ 回 お よ び 第 ９ 回 定 時 社 員 総 会 で は ， 会 ⾧ か ら 「し っ か り 意 思 疎 通 を 図 っ て

い き た い 」 と 回 答 が あ り ま し た ． ま た ， 第 １ ０ 回 定 時 社 員 総 会 で は 「 今 日 初 め て

伺 っ た が ， 改 め て 検 討 さ せ て い た だ く 」 と 回 答 が あ り ま し た ． さ ら に 前 回 の 第 １

１ 回 定 時 社 員 総 会 で は 「 ま だ 対 面 で の 意 思 疎 通 は し て い な い 」，「 今 後 真 摯 に 受 け

止 め て 盛 り あ げ た い 」 と 回 答 が あ り ま し た ．  

 

（ 質 問 ）  
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前 回 の 第 １ １ 回 定 時 社 員 総 会 以 降 ，「 JARL の 将 来 」の た め に 積 極 的 に コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン を と り ， 意 見 交 換 な ど の 意 思 疎 通 の 場 を 持 っ た の か ， そ の よ う な 場 を 持

っ た の で あ れ ば そ の 回 数 や 日 時 等 を 列 挙 し て そ の 後 の 経 緯 を ご 説 明 く だ さ い ．ま

た ， 対 面 の 場 を 持 た な か っ た の で あ れ ば そ の 理 由 を 明 確 に ご 説 明 く だ さ い ．  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞「 JARL 会 員 フ ァ ー ス ト の 会 」は 活 動 し て お り ま せ
ん 。  
 
＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 前 会 ⾧ の 下 で は 、会 員 同 士 の 意 見 交 換 、意 思 疎 通 が 不 十 分
で あ っ た と 思 い ま す 。 今 後 は ア マ チ ュ ア 無 線 家 の 皆 さ ま の ご 意 見 に 真 摯 に
耳 を 傾 け 、 み ん な で ア マ チ ュ ア 無 線 を 盛 り 上 げ て 行 き た い と 考 え て お り ま
す 。  
 

■準備書面 151P JA1RTS 日下照朗 

第 1 号 議 題  

1） QSL 転 送 遅 配  

第 10 会 総 会 で も 遅 配 が 指 摘 さ れ て い た に も 関 わ ら ず  

改 善 の 様 子 も 無 く 遅 れ に 遅 れ て き て し ま っ て い る 。  

こ の 1 年 ど ん な 対 策 を し て 来 た の か 。  

対 策 予 算 は ど う だ っ た か 。  

会 員 の 入 会 目 的 の 1 番 は QSL の 転 送 で す 。  

再 開 局 会 員 か ら 期 待 外 れ の 指 摘 が 多 数 寄 せ ら れ て い ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ロ ナ 感 染 拡 大 に よ る 在 宅 が 減 少 し 、ま た 、FT8 等 に よ

る 急 速 な 狭 帯 域 デ ジ タ ル 通 信 の 普 及 に つ い て も 落 ち 着 い て き て い る こ と で す 。 処

理 能 力 の 増 強 に つ い て は コ ロ ナ 感 染 拡 大 も ５ 類 へ 移 行 し た こ と か ら 、 そ の 準 備 を

積 極 的 に 進 め て い る と こ ろ で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に 時

間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、 電 子

QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、 本 年 7

月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  
 

2） 会 ⾧ 専 務 理 事 兼 任 に つ い て  

こ の 1 年 常 勤 並 に 本 部 で 執 務 し て  

会 ⾧ と 専 務 を 兼 任 し て 来 て い ま す が  
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こ の 1 年 ど の よ う に 業 務 を 遂 行 さ れ て い ま し た か 。  

例 え ば 業 務 を 副 会 ⾧ と 業 務 分 担 さ れ た と か  

確 か JA1AN 時 代 会 ⾧ が 高 齢 で  

副 会 ⾧ が 補 佐 し て い た 記 憶 が あ り ま す 。  

目 途 が 立 た な け れ ば 組 織 の 改 編 も  

視 野 に 入 れ る と い う 事 で す か 。  

か っ て 事 務 局 職 員 以 外 で 専 務 理 事 に 就 任 し て い ま し た 。  

経 験 豊 富 な 会 員 か ら 推 薦 も 再 考 さ れ て は ど う で す か 。  

高 額 な 役 員 報 酬 も 再 検 討 あ り で は な い で す か 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 兼 務 で は な く 会 ⾧ と し て 業 務 執 行 等 を お こ な い 、 関 係 省

庁 ・ 団 体 と の 会 議 等 を は じ め 、 連 盟 の 各 種 会 合 の 対 応 、 事 務 局 業 務 な ど を お こ な

っ て ま い り ま し た 。  
 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 専 務 理 事 が 必 須 か ど う か も 含 め て 、 再 検 討 が 必 要 と 考 え ま す 。  

 

■準備書面 165P JF8DSN 齋藤恵子 

１ ）．「 第 一 号 議 案 に つ い て 」  
 

 2020 年 か ら 約 ３ 年 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 影 響 で イ ベ ン ト 等 自 粛 と な り 支 出

が 少 な く 、 取 り 崩 し 等 も 減 少 傾 向 、 ま た 昨 年 度 下 期 あ た り か ら イ ベ ン ト 等 も 再

開 し て き た 現 在 、 支 出 に お け る 改 善 も や や 見 受 け ら れ て い ま す 。 で す が 本 年 度

予 算 案 を 拝 見 し て も こ れ か ら 通 常 に 戻 る に 従 い 経 営 運 営 改 善 は 続 け て 頂 か な

い と な ら な い と 思 い ま す 。  

 
★ 質 問  「  特 定 資 産 及 び そ の 他 固 定 資 産 に つ い て 」  

 

・「 会 館 建 設 積 立 資 産 」に つ い て 、数 年 前 の 総 会 に お い て 取 り 上 げ ら れ 建 設 は 見

込 め な い と い う 事 で し た の で こ の 資 産 は 別 の 資 産 に 移 行 を し た 方 が 良 い の で

は な い で し ょ う か ？  

社 員 は 入 れ 替 わ り が あ る の で 当 時 の 経 緯 を 知 ら な い 方 か ら 疑 問 視 も 出 る と 考

え ら れ ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ ご 指 摘 の と お り で ご ざ い ま す 。 今 後 、 検 討 を 進 め た い

と 思 い ま す 。  
 

・「 電 話 加 入 権 」 に つ い て 、 こ ち ら も 過 去 に 総 会 で 取 り 上 げ ら れ て い ま す 。  
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現 在 資 産 価 値 は 無 い は ず で す が な ぜ 資 産 に な っ て い る の か お 伺 い い た し ま す 。 
 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 法 人 税 法 で は 損 金 算 入 が 認 め ら れ て い な い の で そ れ

に 則 っ て 処 理 し て い ま す 。  
 

★ 質 問  「  退 職 給 付 引 当 資 産 及 び 災 害 積 立 資 産 に つ い て 」  
 

・「 退 職 給 付 費 用 」 に つ い て 、 退 職 金 は 100％ JARL に お い て 給 付 を 考 え て い る

の で し ょ う か ？  

赤 字 続 き の 経 営 状 態 の 中 、 職 員 の 方 々 を 守 る た め の 策 と し て 倒 産 防 止 共 済 等 に

加 入 さ れ て い る の で し ょ う か ？ 掛 け 金 も 大 き く な る と 思 い ま す が 計 上 は ど こ

か に あ れ ば 安 心 で す が お 伺 い い た し ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 100％ 給 付 を 考 え て お り ま す 。共 済 等 に 加 入 は し

て お り ま せ ん 。  
 

・「 災 害 積 立 資 産 」 に つ い て 、 ど の よ う な 場 面 に 対 し て ど の よ う に 使 わ れ ま す

か ？ 詳 し く 教 え て 頂 き た く お 伺 い い た し ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 緊 急 の 災 害 時 に 備 え た も の で す 。  
 

★ 質 問  「  賞 典 費 に つ い て 」  
   

・ イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー バ ー 使 用 料 と あ り ま す が 通 信 費 で は な く 賞 典 費 と あ り ま

す が こ こ に 入 る 理 由 が あ る の で し ょ う か お 伺 い い た し ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ コ ン テ ス ト 関 係 は こ の 科 目 と し て お り 、 参 加 証
な ど で 使 用 さ れ て い る コ ン テ ス ト 用 の イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー バ ー の 使 用 料
も こ の 科 目 に 含 め て お り ま す 。  
 

★ 質 問  「  交 際 費 に つ い て 」  
  

・ JARL 運 営 に お い て 必 要 に な る 官 公 庁 や 専 門 技 術 関 係 者 等 多 く か か わ り が あ

る と 思 い ま す が 打 ち 合 わ せ 、 会 議 又 は そ れ に 付 随 す る 事 項 と し て 交 際 費 が 少 な

か ら ず と も 発 生 す る と 思 わ れ ま す が 経 費 と し て 予 算 は 組 ま れ て い ま す か ？ 無

け れ ば 運 営 上 経 費 と し て 項 目 が あ っ て も 良 い と 思 い ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 「 渉 外 費 」 が こ れ に あ た り ま す 。  
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★ 質 問  「  機 械 化 事 務 費 に つ い て 」  
  

・ 内 訳 は 「 会 員 管 理 シ ス テ ム 運 用 」 で ほ ぼ 占 め ら れ て い る よ う で す が シ ス テ ム

構 築 時 の 分 割 払 い を し て い る の で し ょ う か ？ 月 々 に 割 り 返 し て も 保 守 経 費 と

し て は 掛 か り す ぎ る と 思 い お 伺 い い た し ま す 。  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ シ ス テ ム の 構 築 費 用 は 既 に 償 却 が 済 ん で お り 、 機 械 化

事 務 費 は 会 員 管 理 シ ス テ ム の サ ー バ ー や イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー バ ー 等 イ ン フ ラ 、

及 び ソ フ ト ウ ェ ア の 保 守 運 用 管 理 費 用 と な っ て い ま す 。  

 

■準備書面 167P JG3DOR 河端良治 

第１号議題関連（質問） 

 

 ・令和４年度 滞留 QSL カードの保管費用はいくらなのか。 

  また、これを解消する考えはあるのか？ 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 年 間 約 ５ ０ 万 円 で す 。 現 在 、 処 理 能 力 の 増 強 に つ い て

そ の 準 備 を 積 極 的 に 進 め て い る と こ ろ で す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 確 か に 到 着 枚 数 は 落 ち 着 い て き た よ う で す が 、 カ ー ド 転 送 に

時 間 が か か っ て い る こ と は 否 定 で き ず 、 対 策 が 必 要 で す 。 会 員 へ の 呼 び か け 、

電 子 QSL の 有 効 活 用 、 処 理 の 効 率 化 を 含 め た 総 合 的 な 対 策 を 検 討 す る た め に 、

本 年 7 月 の 第 68 回 理 事 会 で 「 QSL 問 題 対 策 委 員 会 」 を 設 置 し た と こ ろ で す 。  

 

  （関連要望） 

  新規に入会者が１年経過しても、カードが転送されてこないのが実情である。 

  このため、新規入会者に対して１年分の会費納入で、２年目が無料にする等の 

  おもいきった特典を考えてほしい。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ カ ー ド 転 送 に 関 す る 特 典 と い う も の は 現 在 考 え て お

り ま せ ん 。  

 

・令和４年度 顧問弁護士（鈴木氏）以外の弁護士に支払っている支払っている、 

金額はいくらか。 

これは会長個人的な依頼とは考えられないのか。 
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 令 和 ４ 年 度 の 鈴 木 弁 護 士 以 外 の 弁 護 士 費 用 は 約 ４ ８

０ 万 円 で す 。 会 ⾧ 個 人 の 依 頼 と は 考 え て お り ま せ ん 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ オ ー セ ン ス 法 律 事 務 所 と の や り と り は 、 多 く の 場 合 、 髙 尾 前

会 ⾧ が ひ と り で 行 い 、 事 務 局 も 関 与 し て い な か っ た よ う で す 。 今 後 は こ の よ う

な 不 透 明 な こ と は な い よ う に し ま す 。  

 

・QSO パーティ全日参加者に抽選でトランシーバーを差し上げているが、この費用

は 

いくらか？ 

また、なぜ当選者を発表しないのかを教えてください。 

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 費 用 は ３ 台 で 約 5 万 円 で す 。抽 選 は 厳 正 に お こ な わ れ 、

そ の 様 子 も JARL Web で お 伝 え し て お り ま す 。当 選 者 を ネ ッ ト 上 な ど に 発 表 す

る 必 要 な い と 考 え ま す 。  

 

＜ 森 田 会 ⾧ 回 答 ＞ 抽 選 で ご く 一 部 の 方 に 高 価 な 景 品 を 差 し 上 げ る の が よ い の

か 、 再 考 が 必 要 か も し れ ま せ ん 。  

 


